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はじめに 

 

   近年、急速な少子高齢化による本格的な人口減

少社会を迎え、障がいのある方はもとより、介護

する方の高齢化も進んでいます。このような状況

を踏まえ、障害があることは特別なことではなく、

だれもが身近な問題としてとらえ、社会全体で支

える仕組み作りが急務であります。 
 

国においても、「障害者基本法」をもとに、「障害者総合支援法」改正、

「障害者虐待防止法」や「障害者差別解消法」等が施行されるなど、近

年障がい者施策が集中的に改革されています。 

本市においては、「平川市障害者計画・障害福祉計画」を、平成１９年

３月に策定し障害福祉サービスや相談支援及び地域生活支援事業などを

展開してきました。このたび「平川市障害者計画」が１０年間の計画期

間の満了を迎えることから、これまでの成果を総括するとともに、新た

に「第２次平川市障がい者計画（平成２９年度～平成３８年度）を策定

することになったものであります。 

今後は、市民の皆様のご協力を得ながら、本計画の基本理念である『障

がいの有無にかかわらず 互いに人格と個性を尊重し ともに支え合う

社会をめざして』の実現に向けて、一歩一歩着実に推進してまいります。 

   終わりに、本計画の策定にあたり、ご指導、ご助言をいただきました

関係機関をはじめ、アンケート調査にご協力いただきました市民の皆様

に心より厚くお礼申し上げます。 

 

      平成２９年 3 月 

                    平川市長  長尾 忠行 
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１ 計画策定の趣旨 

  国では障害者権利条約の批准に必要な法律の整備や障害者福祉制度の改革を推

進し、平成23年８月に人格と個性を尊重する共生社会の実現等を内容とした「障

害者基本法」を改正し、平成24年10月には障がい者への虐待の禁止や予防を内容

とした「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援に関する法律（障害者虐

待防止法）」を施行しました。 

また、平成25年４月には障害者自立支援法を改正し、障害者基本法の趣旨を踏ま

え「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者総合支

援法）」を施行しました。 

本市では、これまでに「住み慣れた地域で「あたりまえの生活」ができる共生社

会をめざして」を基本理念として、「平川市障害者計画」（第１次：平成１９～ 

２８年度）、「平川市障害福祉計画」（第１期：平成18～20年度、第２期：平成

２１～２３年度、第３期：平成２４～２６年度、第４期：平成２７～２９年度）、

を策定し、計画的な障がい者施策の展開を図ってきたところです。 

今回の「第２次平川市障がい者計画」は、新たな障がい者のニーズや障がい者を

取り巻く環境変化を受け止め、実態に即した見直しを図るとともに、障がいの有無

によって分け隔てられることなく、「互いに人格と個性を尊重しともに支え合う社

会」の実現を目指して策定するものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

第1章 計画の策定にあたって 

 

 

 



- 2 -            ＊の用語の解説は P39以降に掲載されています 

２ 制度改正の動向 

障がい福祉施策については、支援費制度の導入（平成１５年度）、障害者自立支援

法の施行（平成１８年度）、障害者総合支援法の施行（平成２５年度）により障害福

祉サービスの提供体制が整備され、「平川市障害者計画（後期）」の改定を行った平

成２４年３月以降も様々な法律の改正等が行われています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障がい者に対する虐待の禁止、国等の責務、虐待を受けた障害者に対する保

護及び自立の支援のための措置や養護者に対する支援のための措置を定めるこ

とにより、障害者の権利利益の擁護に資するため、「障害者虐待の防止、障害者

の養護者に対する支援等に関する法律」が制定されました。 

障害者虐待防止法の施行（平成２３年６月制定・平成２４年１０月施行） 

 

障害者基本法の改正を踏まえ、地域社会における共生の実現に向けて、障が

い者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため、「障害者自立支援法」に

替わり、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」が制

定されました。 

この法律では、障がい者及び障がい児が日常生活または社会生活を営むための

支援に関する基本理念を新たに掲げるとともに、難病等を障がい者の範囲に加

えました。 

障害者総合支援法の制定・施行（平成２４年６月制定・平成２５年４月・平成

２６年４月施行） 

 

障害者就労施設で就労する障がい者や在宅で就業する障がい者の経済面の自

立を進めるため、国や地方公共団体などが、物品やサービスを調達する際、障

害者就労施設等から優先的・積極的に購入することを推進する、「国等による障

害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」が制定されました。 

障害者優先調達推進法の制定・施行（平成２４年６月制定・平成２５年４月施

行） 



- 3 -            ＊の用語の解説は P39以降に掲載されています 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障がい者の地域生活への移行（入院医療中心から地域生活中心へ）を促進す

るため、国において精神障がい者の医療に関する指針の策定、精神障がい者の

治療に対する保護者制度の廃止や医療保護入院における入院手続等の見直しを

図る、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」が改正されました。 

 

 

 

 

精神保健福祉法の改正（平成２５年６月改正・平成２６年４月・平成２８年４

月施行） 

 

 

障がいを理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や国、地方公共

団体等及び民間事業者における障がいを理由とする差別を解消するための措置

などについて定めることにより、すべての国民が障害の有無によって分け隔て

られることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に

つなげるため、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が制定され

ました。 

 

 

 

障害者差別解消法の制定（平成２５年６月制定・平成２８年４月施行） 

 

雇用の分野における障がい者に対する差別の禁止及び障がい者が職場で働く

に当たっての支障を改善するための措置を定めるとともに、障がい者の雇用に

関する状況に鑑み、精神障がい者を法定雇用率の算定基礎に加える等の措置を

講ずることを目的として、「障害者の雇用の促進等に関する法律」が改正されま

した。 

障害者雇用促進法の改正（平成２５年６月改正・平成２５年６月・平成２８年

４月・平成３０年４月施行） 

 

 

障がい者の人権及び基本的自由の享有を確保し、障がい者の固有の尊厳の尊

重を促進することを目的として、障害者の権利の実現のための措置等について

定めている条約（障害者の権利に関する条約）で、平成２６年１月２２日に公

布され、平成２６年 2 月１９日から効力を発生しました。 

 

 

 

障害者権利条約の批准（平成２６年１月批准） 
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 ３ 計画の位置づけと期間    

この計画は、障害者基本法第１１条第３項に基づき定める、本市の障がい者施

策を総合的に推進するための基本的な計画です。計画の策定に当たっては、同条

第１項に基づき、国が定める「障害者基本計画」及び同条第２項に基づき、都道

府県が定める「都道府県障害者計画」を踏まえています。 

また計画は、「平川市長期総合プラン」に沿ったものとし、さらに他の関連計画

の施策内容との調整を図るものとします。 

この計画の期間は、平成２９年度から平成３８年度までの１０年間であります

が、社会情勢や制度改革などに適応させるため、中間年の平成３３年度に見直し

を行います。 

なお、確保すべきサービスの量の目標設定等は、障害者総合支援法に基づく「平

川市障害者福祉計画」に示しています。 

 

 

 

 
Ｈ 
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Ｈ 
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国の障害者基本計画 

 

平川市障がい者計画 

 

平川市障害福祉計画 

              

 

 

 

 

 

 

 

第２次後期 第１次後期 

 

 

見直し 

第３期 第４期 

第２次前期 

第３次 

見直し 
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４ 計画策定の基本的な考え方 

本市は、以下のような国の考え方に沿って、本計画で取り組むべき障がい者施

策の基本的方向を定めるものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）障がい者の自己決定の尊重及び意思決定の支援 

  〇 障がい者を施策の客体ではなく、自らの決定に基づき社会に参加する主体と

してとらえ、障がい者施策の策定及び実施に当たっては障がい者及び障がい者

の家族等の関係者の意見を聴き、その意見を尊重します。 

 

 
 

◎障がい者施策は，全ての国民が、障がいの有無にかかわらず、

等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊

重されるという理念にのっとって行われます。 

 

◎全ての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることな

く、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実

現を目指して講じられる必要があります。 

 

◎このような社会の実現に向け、障がい者を、必要な支援を受

けながら、自らの決定に基づき社会のあらゆる活動に参加す

る主体として、障がい者が自らの能力を最大限発揮し自己実

現できるよう支援します。 

 

◎障がい者の活動を制限し、社会への参加を制約している社会

的な障壁を除去するため、政府が取り組むべき障がい者施策

の基本的な方向を定めます。 
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〇 障がい者の政策決定過程への参画を促進する観点から、審議会等の委員の選

任に当たっては、障がい者の委員の選任に配慮します。 

〇 障がい者施策に関する情報の公開や障がい者施策に関連する命令や計画等に

関する意見募集（パブリックコメント）は、障がい特性に配慮して実施します。 

〇 障がい者本人が適切に意思決定を行い、その意思を表明することができるよ

う、相談の実施等による意思決定の支援とともに、意思疎通のための手段を選

択する機会の提供を促進します。 

 

（２）当事者本位の総合的な支援 

  〇 障がい者が人生における全段階を通じて適切な支援を受けられるよう、教育、

福祉、医療、雇用等の各分野の有機的な連携の下、施策を総合的に展開し、切

れ目のない支援を行います。 

〇 支援に当たっては、障がい者施策が、障がい者が日常生活又は社会生活で直

面する困難に着目して講じられる必要があること、障がい者の支援は障がい者

の自立と社会参加の支援という観点に立って行われる必要があることに留意し

ます。 

 

（３）障がい特性等に配慮した支援 

  〇 障がい者施策は、性別、年齢、障がいの状態、生活の実態等に応じた障がい

者の個別的な支援の必要性を踏まえて策定及び実施します。 

〇 女性である障がい者は障がいに加えて女性であることにより、更に複合的に

困難な状況に置かれている場合があること、障がい児には成人の障がい者とは

異なる支援の必要性があることに留意します。 

〇 発達障害、難病、高次脳機能障害、盲ろう等について、国民の更なる理解の

促進に向けた広報・啓発活動を行うとともに施策の充実を図ります。 

〇 適切な役割分担の下、地方公共団体、民間団体等と連携し、地域の実情に即

した支援の実施を図ります。 

 

（４）アクセシビリティの向上 

  〇 障がい者の活動を制限し、社会への参加を制約している、事物、制度、慣行、
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観念等の社会的障壁の除去を進め、ソフト、ハードの両面にわたる社会のバリ

アフリー＊化を推進し、アクセシビリティ＊の向上を図ります。 

〇 地方公共団体や障がい者団体を始めとする様々な主体の取組との連携を図り

つつ、事業者・事業主や国民一般の幅広い理解の下、障がいを理由とする差別

の解消に向けた取組を積極的に推進します。 

〇 社会全体でのバリアフリー化を推進する観点から積極的な広報・啓発活動に

努めるとともに、企業、市民団体等の取組を積極的に支援します。 

 

（５）総合的かつ計画的な取組の推進 

  〇 障がい者が必要なときに必要な場所で適切な支援を受けられるよう、地方公

共団体等との適切な連携及び役割分担の下で、障がい者施策は立案及び実施し

ていきます。 

〇 効果的かつ効率的に施策を推進する観点から、高齢者施策、医療関係施策、

子ども・子育て関係施策、男女共同参画施策等、障がい者施策に関係する他の

施策・計画等との整合性を確保し、総合的な施策の展開を図ります。 

 

 

５ 計画の策定方法 

（１）平川市障がい者計画策定会議の開催 

    本計画を地域の実情に即した実効性のあるものとするために、サービスを利

用する障がいのある人たちをはじめ、事業者、雇用、教育、医療といった幅広

い関係者の意見を反映するため、福祉関係者や知識経験者などを委員とする「平

川市障がい者計画策定会議」において意見聴取しました。 

 

（２）市民の意見の反映 

    本計画の策定にあたっては、平成２６年度に実施した障がいのある人たちを

対象としたアンケート調査を参考にしました。これによって、それぞれの多種

多様なニーズや意見などを把握・検討し、計画に反映することに努めました。 
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６ 市町村間の協力体制 

   障がい福祉サービスの実施にあたり、障がいのある人が生活する「市町村」を

基本的な単位として、きめ細かいサービスを提供することが最も必要となります

が、市町村単位で実施が困難な事業及び提供する事業内容等、地域間で格差が生

じないようなサービス提供体制づくりを進める必要があります。 

   このため、関係機関と適切な連絡・調整を図り、障がいのある人の需要に応じ

たサービス提供に努め、広域的な対応を図ります。 

   本市では、津軽広域連合の構成市町村とともに福祉サービスの施策に関する連

絡・調整を密にし、サービス提供体制の構築を図ります。 
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１ 平川市の概況 

 （1）位置 

  本市は、青森県津軽地域の南端に位 

置し、南は秋田県と接し、東西約 30

㎞、南北約 50 ㎞にわたり、総面積は

34６.01 ㎢となり、青森県内では７番

目の規模で、県域の約 3.6％を占める

広さです。 

   隣接している市町村は、東は十和田

湖を境にして十和田市、秋田県小坂町、

西は平川を隔てて弘前市、大鰐町と接

し、北は青森市、黒石市、田舎館村、 

南は秋田県大館市に接しています。 

  

 （2）地勢 

   東に八甲田連峰、西に岩木山の雄大な自然が広がる津軽平野の一部で、農業に

適した肥沃な土壌を利用し、平坦地は水田、それを取り巻く丘陵地帯ではりんご

の栽培が主となっており、標高 500ｍくらいの地域では、夏季冷涼な気候を利用

して高冷地野菜の栽培が行われています。 

   また、八甲田・十和田火山群の一部に属した山間地で形成されているため、本

市の総面積の約 7 割が山林によって占められており、このうちの約 8 割が国有林

となっています。 

 

 （3）人口と世帯 

   人口は、昭和３０年をピークに緩やかな減少傾向が続いていましたが、平成１

２年頃をさかいに少子化が進み、平成２７年国勢調査では３２，１０６人となり、

昭和３０年と比較すると１２，０６２人（約２７％）減少しています。 

 
 

第 2章 障がい者をとりまく環境と将来予測 

図 1 平川市の位置 
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   世帯数は、高度経済成長期以降は多世代世帯が主流であったため、昭和 35 年

国勢調査での 7,５５４世帯が最少であったものの、近年は、従来の多世代世帯が

減少し、核家族化とそれに伴う高齢者のみ世帯などの増加により、平成２7 年国

勢調査では１０，１２９世帯で最多となりました。 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グラフ 1 平川市の人口と世帯の推移 

グラフ 2 平川市の構成年齢別人口 
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区  分 S40 S45 S50 S55 S60 H2 H7 H12 H17 H22 H27 

総  数 

人 

41,118 

人 

39,360 

人 

38,846 

人 

38,979 

人 

38,932 

人 

37,948 

人 

36,876 

人 

36,454 

人 

35,336 

人 

33,764 

人 

32,106 

0-14 歳 12,522 10,086 9,165 8,631 8,193 7,098 5,963 5,207 4,671 4,681 3,634 

 15-64 歳 26,053 26,263 26,062 26,019 25,794 25,131 23,984 23,060 21,554 20,292 18,384 

15-29 歳 

（a） 

10,165 9,532 8,951 8,229 7,179 6,496 6,291 6,328 5,471 4,615 3,918 

65 歳以上 

（b） 

2,543 3,011 3,619 4,329 4,945 5,719 6,929 8,187 9,111 9,391 10,088 

(a)/総数 

若年者比率 

％ 

24.7 

％ 

24.2 

％ 

23.0 

％ 

21.1 

％ 

18.4 

％ 

17.1 

％ 

17.1 

％ 

17.4 

％ 

15.5 

％ 

13.7 

％ 

12.2 

(b)/総数 

高齢者比率 

％ 

6.2 

％ 

7.7 

％ 

9.3 

％ 

11.1 

％ 

12.7 

％ 

15.1 

％ 

18.8 

％ 

22.5 

％ 

25.8 

％ 

27.8 

％ 

31.4 

世 帯 数 7,978 8,400 8,805 9,192 9,449 9,556 9,533 9,826 10,074 10,063 10,129 

資料：国勢調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 1 平川市の人口と世帯及び構成年齢別人口の総括表 
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２ 障がいのある人の現状と推移 

 （1）障がいのある人の推移 

    障がいのある人の数の推移は、次のとおりです。 

 

表 2 障がいのある人の数の推移（各年度 3 月 31 日現在） 

Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28（注2）

1,592 1,597 1,624 1,582 1,534 1,469

18歳未満 29 30 27 26 23 22

18歳以上 1,563 1,567 1,597 1,556 1,511 1,447

272 285 297 301 307 317

18歳未満 13 45 50 49 53 57

18歳以上 259 240 247 252 254 260

212 211 223 237 252 290

2,076 2,093 2,144 2,120 2,093 2,076

 精神障がい者

合　　計

 身体障がい者（児）

 知的障がい者（児）

注 1）障害者手帳交付人数                            単位：人 

注 2）Ｈ28 は 12 月１日現在 

 資料：精神障がい者は、中南地域県民局地域健康福祉部 事業概要より 

     

      

 

 （2）等級・障がい種別の推移 

   ①等級別身体障がい者数の推移 

    等級別にみた身体障がい者数の推移は、次のとおりです。 

 

表 3 等級別にみた身体障がい者数の推移（各年度 3 月 31 日現在） 

１級 540 (33.9) 541 (33.9) 554 (34.1) 535 (33.8) 514 (33.5) 485 (33.0)

２級 253 (15.9) 253 (15.8) 244 (15.0) 232 (14.7) 223 (14.5) 213 (14.5)

３級 292 (18.3) 284 (17.8) 298 (18.4) 295 (18.6) 285 (18.6) 277 (18.9)

４級 305 (19.2) 326 (20.4) 337 (20.8) 338 (21.4) 332 (21.6) 318 (22.1)

５級 86 (5.4) 85 (5.3) 80 (4.9) 75 (4.7) 76 (5.0) 69 (4.7)

６級 116 (7.3) 108 (6.8) 111 (6.8) 107 (6.8) 104 (6.8) 107 (6.8)

合計 1,592 (100.0) 1,597 (100.0) 1,624 (100.0) 1,582 (100.0) 1,534 (100.0) 1,469 (100.0)

H27 H28（注2）H23 H24 H25 H26

注 1）（ ）は構成比                             単位：人、％ 

注 2）Ｈ28 は 12 月１日現在 
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   ②障がい種別身体障がい者数の推移 

     障がい種別にみた身体障がい者数の推移は、次のとおりです。 

 

表 4 障がい種別にみた身体障がい者数の推移（各年度 3 月 31 日現在） 

視覚 121 (7.6) 115 (7.2) 107 (6.6) 101 (6.4) 104 (6.8) 91 (6.2)

聴覚 168 (10.6) 168 (10.5) 164 (10.1) 166 (10.5) 167 (10.9) 165 (11.2)

音声・言語 11 (0.7) 11 (0.7) 11 (0.7) 13 (0.8) 14 (0.9) 12 (0.8)

肢体 888 (55.7) 902 (56.5) 923 (56.8) 887 (56.1) 845 (55.1) 798 (54.4)

内部 404 (25.4) 401 (25.1) 419 (25.8) 415 (26.2) 404 (26.3) 403 (27.4)

合　計 1,592 (100.0) 1,597 (100.0) 1,624 (100.0) 1,582 (100.0) 1,534 (100.0) 1,469 (100.0)

H27 H28（注2）H23 H24 H25 H26

 
注 1）（ ）は構成比                             単位：人、％ 

注 2）Ｈ28 は 12 月１日現在 

  

      

      

 

   ③等級別知的障がい者数の推移 

    等級別にみた知的障がい者数の推移は、次のとおりです。 

 

表 5 等級別にみた知的障がい者数の推移（各年度 3 月 31 日現在） 

Ａ（重度） 117 (43.0) 121 (42.5) 122 (41.1) 121 (40.2) 119 (38.8) 126 (39.7)

Ｂ（軽度） 155 (57.0) 164 (57.5) 175 (58.9) 180 (59.8) 188 (61.2) 191 (60.3)

合　計 272 (100.0) 285 (100.0) 297 (100.0) 301 (100.0) 307 (100.0) 317 (100.0)

H27 H28（注2）H23 H24 H25 H26

 
注 1）（ ）は構成比                            単位：人、％ 

注 2）Ｈ28 は 12 月１日現在 
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   ④等級別精神障がい者数の推移 

    等級別にみた精神障がい者数の推移は、次のとおりです。 

 

表６ 等級別にみた精神障がい者数の推移（各年度 3 月 31 日現在） 

１級 90 (42.5) 83 (39.3) 87 (39.0) 93 (39.2) 98 (38.9) 102 (35.2)

２級 103 (48.6) 107 (50.7) 108 (48.4) 115 (48.6) 123 (48.8) 156 (52.9)

３級 19 (8.9) 21 (10.0) 28 (12.6) 29 (12.2) 31 (8.7) 32 (11.9)

合計 212 (100.0) 211 (100.0) 223 (100.0) 237 (100.0) 252 (96.4) 290 (100.0)

H27 H28（注2）H23 H24 H25 H26

注 1）（ ）は構成比                            単位：人、％ 

注 2）Ｈ28 は 12 月１日現在 

 資料：精神障がい者は、中南地域県民局地域健康福祉部 事業概要より 
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３ 障がいのある人の就労状況 

 （1）市内企業の障がい者の雇用状況 

    表 11 市内企業の障がい者の雇用状況（平成 28 年 4 月現在） 

身体 知的 精神

29 1 3.4

563 5 0.9

76 1 1.3

344 6 6 3.5

256 2 9 4.3

99 3 1 4.0

67 1 1.5

62 2 3.2

228 5 4 3.9

電気機械器具製造　C社

繊維工業　　　　　A社

食料品製造　　　　A社

食料品製造　　　　B社

電気機械器具製造　E社

電気機械器具製造　D社

職種 全雇用人数
障がい者数

割合

電気機械器具製造　B社

電気機械器具製造　A社

電子部品等製造　　A社

  
資料：平成 28 年度立地企業概況調査                   単位：人、％ 

 

 （2）アンケート結果に見る就労状況 

    アンケート調査による質問で、働いている障がいのある人に「就労の形態等」

をお伺いした結果は、次のとおりです。 

問 20（1）どのように働いていますか。 

 

 

23.2% 

15.9% 

12.2% 

23.2% 

3.7% 

3.7% 

15.9% 

2.4% 

28.6% 

0.0% 

23.8% 

4.8% 

0.0% 

28.6% 

9.5% 

9.1% 

18.2% 

9.1% 

27.3% 

0.0% 

9.1% 

27.3% 

0.0% 

4.8% 

0% 20% 40% 

正社員等 

自営業 

パート、アルバイト 

家業の手伝い 

内職 

福祉工場・授産施設など 

その他 

不明・無回答 

身体（N=79） 知的（N=21） 精神（N=11） 
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４ 人口と障がいのある人の推計 

 （1）人口の将来推計 

    本市の人口は、次のとおりに推計されます。 

 

表 12 人口の将来推計 

Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ33

3,634 3,573 3,512 3,377

18,723 18,364 18,005 16,994

9,940 10,011 10,082 10,214

32,297 31,948 31,599 30,585

15～64歳

総　　計

0～14歳

65歳以上

                                   
単位：人 

注 1）平成 27 年 11 月策定の「まち・ひと・しごと創生 平川市人口ビジョン（住民基本台帳ベー

ス）」における３区分人口（年少人口、生産年齢人口、老年人口）の増減率を用いて推計 

 

 

 （2）自立支援給付サービス利用者の推計 

    自立支援給付サービス利用者の推計は、次のとおりです。 

 

表 13 自立支援給付サービスの将来推計 

Ｈ28実績値 Ｈ29推計値 Ｈ30推計値 Ｈ33推計値

38 40 41 46

283 303 323 382

非該当 98 103 108 122

区分　１ 5 8 11 17

区分　２ 30 32 35 41

区分　３ 44 47 51 60

区分　４ 38 41 43 55

区分　５ 38 40 42 49

区分　６ 30 32 33 38

321 343 364 428

18歳以上

総　　計

18歳未満

 
注 1）平成 28 年度は７月 1 日現在                      単位：人 
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 １ 基本理念 

   本市では、障がいのある人のその人らしい自立と社会参加を目指し、これまで

の計画にあるだれもが住み慣れた地域や家庭で、普通に生活ができるような社会

をめざす「ノーマライゼーション＊」の理念と、障がい者の持つ能力が最大限に

発揮でき、全人間的な復権をめざすという「リハビリテーション＊」の理念の２

つの理念を継承しつつ、「ソーシャルインクルージョン＊」の推進のために以下の

基本理念を掲げます。 

 

 

【 基本理念 】 

 

 

 

 

 

 

 

 ２ 基本目標 

   基本理念に示す『障がいの有無にかかわらず 互いに人格と個性を尊重し とも

に支え合う社会をめざして』の実現のため、次のとおり基本目標を定めます。 

 

 （Ⅰ）地域福祉活動の促進 

   障がいの有無にかかわらず、相互に人格と個性を尊重し支え合う共生社会の理

念の普及を図り、障がいのある方に対する理解をさらに深めていくため、社会教

育やさまざまな機会を通じての広報・啓発活動の推進に努めます。 

 

 

 
 

第 3章 計画の基本方向 

 

障がいの有無にかかわらず 

互いに人格と個性を尊重し 

ともに支え合う社会をめざして 
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 （Ⅱ）生活支援体制の充実 

   障がいのある方の自立と社会参加を促進するため、障害総合支援法に基づく障

がい福祉サービスがいつでも受けられるよう計画的に提供体制を整備し、サービ

スの量的・質的の充実に努め、豊かな地域生活の実現に向けた体制の整備を図り

ます。また、障がいのある方の権利を擁護するとともに、虐待の防止に努めます。 

 

 （Ⅲ）保健・医療体制の確保 

   障がいのある人に対して、適切な保健サービス、医療、医学的リハビリテーシ

ョンなどを充実するとともに、障がいの原因となる疾病などの予防・治療が可能

なものについては、これらに対する保健・医療サービスの適切な提供を図ります。 

 

（Ⅳ）生活環境の整備 

   障がいのある方はもとより、誰もが安心して快適な生活が送れるよう、すべて

の人にやさしいまちづくりを推進します。また、障がいの特性に配慮し、ユニバ

ーサルデザイン＊の視点から住環境施設の整備・改善に努めます。さらに、障が

いのある方が安心して生活を送れるよう、防犯・防災体制の充実を図ります。 

 

 （Ⅴ）就労支援環境の構築 

   仕事を持つということは、社会的・経済的に自立するための大きな条件と考え

られ、働くことの喜びが生きがいにつながることもあります。障がいのある人が

その能力を最大限に発揮し、働くことによって社会貢献ができるよう、個々の特

性を踏まえた施策の充実を図ります。また、障害者就労施設等からの受注機会の

拡大を図るとともに、障がい者の雇用拡大及び福祉的就労の促進を支援します。 

 

 （Ⅵ）教育・育成の適切な対応 

   障がいのある子どもたちが、安心して地域の中で生活して行けるよう支援して

いく必要があります。また、障がいの特徴や状況に応じた保育・教育体制の整備

も必要です。障がいのある子どもたちやその家族、学校に対する相談・援助体制

の充実を図り、個々の状況に応じた教育環境づくりに努め、福祉、教育等の関係

機関が連携しニーズに応じた支援を推進します。 
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 ３ 施策の体系 

 

（基本理念）    （基本目標）          （主要施策） 

 

Ⅰ．地域福祉活動の

促進 障
が
い
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず 

互
い
に
人
格
と
個
性
を
尊
重
し 

と
も
に
支
え
合
う
社
会
を
め
ざ
し
て 

 

Ⅱ．生活支援体制の

充実 

Ⅲ．保健・医療体制

の確保 

 

Ⅳ．生活環境の整備 

Ⅴ．就労支援環境の

構築 

１．啓発・広報活動の推進 

２．障がい者との交流機会の拡充 

３．ボランティア活動の推進 

１．利用者本位の生活支援体制の 

構築 

２．在宅サービスの充実 

３．経済的自立の支援 

４．コミュニケーションの支援 

１．バリアフリー化とユニバーサ
ルデザインの推進 

２．防災・防犯対策の充実 

１．雇用機会の拡大と就労の支援 

２．福祉的就労の場の拡充 

１．障がいの原因となる疾病等
の予防・治療 

２．障がいに対する適切な医
療・リハビリテーションの
充実 

３．精神障がいのある人に対す
る保健・医療の充実 

Ⅵ．教育・育成の適

切な対応 

１．育成環境の充実 

２．特別支援教育の推進 



 

 

 

 

 

 

 

障がい者計画 
 

 

各  論 

 

 

 

第１章 分野別施策の基本方針 

 
                       第２章 推進体制等 
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【１ 啓発・広報活動の推進】 

  ■ 現状と課題 

障がい者が、住み慣れた地域で、人として尊重され、障がいのない人と同じよ

うに、いきいきと生活するためには、周囲の人が障がいのことを正しく理解し、

ともに地域で生活する仲間として、障がい者の人権を尊重することが大切です。 

特に障がいを理由とする差別は、障がい者の自立又は社会参加に深刻な悪影響

を与えるものであり、偏見や差別をなくすために障がい者に対する正しい理解の

ための啓発や教育をさらに進めていくことが求められています。 

また、障がいに関する情報の提供不足から、障がい者自身が真に必要とする支

援策を知らなかったり、受けられなかったりするなどの懸念もあります。このた

め、支援制度については、より重点的に啓発・広報に取り組むことが必要です。 

■ 今後の方策 

平成 28 年 4 月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（障害者

差別解消法）が施行されました。 この法律では、障がいのある人に対する「不当

な差別的取扱いをすること」と「合理的な配慮をしないこと」が「差別」として

規定されています。このような状況を踏まえ、障がいや障がいのある人に対する

偏見をなくし、理解を深めていく取り組みを充実し、障がいのある人の地域での

自立生活を支え、また、社会参加活動を促進できるよう、様々な機会をとらえて

障がいに対する正しい知識と、制度普及のための広報・啓発活動を引き続き積極

的に行っていきます。 

 

〇広報紙などによる啓発・広報活動 

障害福祉の制度などの周知を図るため、社会福祉協議会、障がい者団体、

ボランティア団体等の連携を強化し、「広報ひらかわ」や市のホームページ、

パンフレットなど多様な広報媒体を活用して、広報・啓発活動を推進します。 

 

Ⅰ 地域福祉活動の促進 

 
 

第 1章 分野別施策の基本方針 
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〇イベントの活性化 

各種行事の開催などにより障害者週間（１２月３日～９日）の周知を図る

など、広く市民意識の高揚を図ります。 

   〇障がいの認定、手帳交付の普及 

     障害者手帳には、身体障害者手帳、愛護手帳（療育手帳）、精神障害者保健

福祉手帳の 3 種類があり、この手帳を持っていないと、受けられない福祉サ

ービスがあるため、手帳の交付と手帳制度の周知を図ります。 

 

【２ 障がい者との交流機会の拡充】 

  ■ 現状と課題 

   地域福祉の促進と健康意識の向上のために、障がい児・者、その家族、ボラン

ティア等関係者が社会福祉協議会が毎年９月に開催している愛の輪レクリエーシ

ョンへ参加しています。 

また、津軽地区身体障害者スポーツ大会への参加及び、毎年開催される青森県

障害者スポーツ大会には、本市からも身体障がいのある人や、知的障がいのある

人が選手として参加しています。 

■ 今後の方策 

   あたたかい心を醸成するために、障がいのある人とない人、障がい者同士の交

流機会を拡充します。併せて、スポーツ・文化活動への参加も促進します。 

 

〇障がいのある人とない人の交流 

社会福祉協議会が実施する「愛の輪レクリエーション事業」は、障がいの

ある人への理解を深める絶好の機会です。このイベントの支援と、障がいの

ある人とない人との交流を積極的に図るための各種イベントを企画・検討し

ます。 

   〇障がいのある人同士の交流 

障がいのある人同士の交流を活性化し、解決できなかった悩みや迷いを互

いに解消する機会を設けるための支援を行います。 

〇スポーツ・文化活動への参加促進 

     障がいのある人もない人もともに楽しめるスポーツの振興に努め、各種障
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がい者スポーツ・レクリエーション大会を支援するとともに、参加機会の拡

充を図ります。 

 

【３ ボランティア活動の推進】 

  ■ 現状と課題 

   障がいのある人のサービス利用に対するニーズの多様化などにより、利用者の

生活を細部にわたり支援するためには、公的なサービスに加え、ボランティア団

体などによる多様な活動が重要な役割を果たします。 

   本市でも、市内にある既存のボランティア団体がボランティア活動を展開して

いますが、活動の幅を今以上に広げるためにもより一層の育成支援を図る必要が

あります。 

■ 今後の方策 

   障がいのある人の社会参加を進めるためには、制度に基づく公的なサービスの

提供以外にも、幅広い領域のわたる支援が必要となります。これらの必要とされ

るきめ細かな支援に対応するため、ボランティア活動などの育成・支援を積極的

に行っていきます。 

 

〇ボランティアの育成・支援 

社会福祉協議会などと協働し、ボランティア活動を行っている人たちの登 

録やボランティア活動に参加してみたい人たちへの啓発に努めるなど、障が

い者団体の活動や行事を支援するボランティア団体の育成・支援を図ります。 

   〇ボランティア活動の推進 

地域住民がボランティア活動に主体的に参加しやすい条件整備を進め、ボ

ランティア団体が地域で活発に活動できるように支援します。 

また、児童・生徒や地域住民などのボランティア 

活動に対する理解を求め、その活動を支援するとと 

もに、企業などには、社会貢献活動に対する理解と 

協力を働きかけます。 
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【１ 利用者本位の生活支援体制の構築】 

 （1）相談支援体制の構築 

■ 現状と課題 

   障がいのある人が地域で自立して生活していくためには、障がい者の多様なニ

ーズに応じた、具体的な施策提供につなげていくための総合的な相談体制の整備

が重要です。本市でも、庁内の関係課ごとに相談窓口を設置し、相談に対応して

いますが、より一層の窓口の機能分担の明確化と、各関係機関が連携した支援体

制の整備が求められています。 

また、当市相談窓口以外に、弘前市・黒石市にある相談事業所へ委託し、障が

い者が気軽に相談が出来るよう相談体制の充実を図っています。 

■  今後の方策 

   多様化する障がいのある人のニーズに対する相談に対応していくために、中心

的な相談窓口である福祉事務所の相談窓口の充実を図ります。 

また、専門的な相談員の配置を進め、相談する人の立場に立った相談や情報の

提供を行います。 

 

〇総合的な相談体制の充実 

     庁内関係各課との連携のもと、総合相談窓口体制の検討をします。 

また、社会福祉協議会や障がい者関連施設、医療機関、公共職業安定所な

ど他分野にわたる総合的なネットワークづくりを推進します。 

   〇身体障害者相談員・知的障害者相談員活動の充実 

     障がいのある人やその家族からの相談に応じ、関係機関と協力してその解

決にあたる身体障害者相談員や知的障害者相談員による相談活動の充実を

図ります。 

   〇民生委員児童委員の相談体制の充実 

     支援を必要とする人の相談や、福祉サービスを利用するための適切な情報 

提供を行うため、民生委員児童委員が実施する研修会や個別の相談に対し、

Ⅱ 生活支援体制の充実 
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協力・支援を行います。 

   ○市職員の専門性の確保と合理的配慮 

     福祉関連業務に携わる市の職員については、適切に業務を推進するために、

研修などを通じてその専門性の確保に努めます。 

また、障害者差別解消法の趣旨を踏まえ、職員対応要領に則り合理的配慮

を行います。 

 

 （2）権利擁護の推進 

■ 現状と課題 

   利用者本位の福祉サービスへの移行に伴い、障がいのある人の自己選択・自己

決定に必要な情報を適切に提供し、利用者の利益を保護する制度が求められてい

ます。本市としても、障がいのある人が安心して暮らせるように、人権と権利を

擁護するための制度を身近なものとして周知し、普及する必要があります。 

   また、障害者虐待防止法にもとづき「平川市障がい者虐待防止センター＊」を

開設し、障がい者虐待を発見した人からの通報や、虐待を受けている障がい者本

人からの届出を電話や窓口などで受け付けています。 

  ■ 今後の方策 

   障がいのある人が安心した日常生活を送れるように一人ひとりの人権を尊重す

るとともに、虐待等の問題解決に向け一層の支援体制の整備に努めます。 

 

   〇権利擁護などに関する周知・普及 

     障がいのある人もない人も共に暮らしやすい地域社会をつくるため、人権

を尊重する市民の意識啓発に努めます。 

また、判断能力が十分でない障がいのある人が地域で安心した生活を送れ

るように、財産の保全・管理などのサービスを行う成年後見制度＊の周知と

利用促進を社会福祉協議会と共に推進していきます。 

〇障がい者虐待対策の推進 

     障がい者虐待防止センターを中心に、障がい者虐待の防止について県及び 

    関係機関と連携を密にし、虐待を受けた障がい者の相談・支援・保護体制を 

    整備します。 



- 25 -            ＊の用語の解説は P39以降に掲載されています 

【２ 在宅サービスの充実】 

 （1）在宅福祉サービスの充実 

■ 現状と課題 

   障がい者が住み慣れた地域で安心して生活を送るには身近な相談支援体制や、

障がい者の一人ひとりのニーズに対応した細かなサービスの質的・量的な充実が

求められます。 

   障害者総合支援法に基づく介護給付、訓練等給付、地域生活支援事業等を障が

い者の個々に合わせて推進していくことにより、暮らしやすい環境づくりを支援

する必要があります。 

■  今後の方策 

   在宅での生活を支えるには、各種サービスの充実を欠かすことはできません。

そのため、障害者総合支援法に基づく各種サービスや支援について周知を徹底し、

必要な人に適切なサービスや給付が受けられるような環境づくりに努めます。 

 

   〇介護給付・訓練等給付の提供 

     障がいのある人が家庭において自立した日常生活を営むことができるよう、

「居宅介護＊」や「重度訪問介護＊」、「行動援護＊」、「同行援護＊」等の障が

い程度に応じた訪問系サービスの提供や、日中活動系サービスとして、「自

立訓練＊」、「就労移行支援＊」及び「就労継続支援＊」等の各サービスの提供

を進めていきます。 

   〇地域生活支援事業の推進 

      障がいのある人が、その有する能力と適性に応じて、自立した日常・社会

生活を営むことができるよう、「相談支援事業＊」、「意思疎通支援事業」、「日

常生活用具給付事業」、「移動支援事業＊」、「地域活動支援センター事業＊」の

必須事業に加え、その他事業として「訪問入浴事業」、「日中一時支援事業＊」

等を実施し、障がいのある人や介助者の地域生活を支援するサービスの推進

を図ります。 
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 （2）居住の場の確保 

■ 現状と課題 

   在宅での生活が困難な人や、障がい者の保護者が高齢化により支援出来なくな

る不安から入所福祉施設へのニーズが高くなりつつあり、今後、どのようにして

障がい者の居住の場を確保するかが課題となっています。 

■  今後の方策 

   障がいのある人のそれぞれのニーズに対応できるよう、日常生活の介護、援助

を受けながら障害者総合支援法に基づく障害者支援施設＊の施設入所のほか、  

事業者が行うグループホーム＊や福祉ホーム＊などの居住係サービスの基盤整備

を働きかけ、居住の場を確保に努めるとともに、障がいのある人が住み慣れた地

域で安心して住み続けられるよう支援していきます。 

また、公営住宅への入居希望に対応するため、本市の住宅施策とも調整の上、

障がいのある人の施設入所からの地域移行を支援する住まいの場の確保に努めま

す。 

 

   〇施設入所支援などの充実 

     障害者総合支援法に基づく入所支援施設やグループホーム、福祉ホームな

ど障がいのある人の地域生活を支援するための居住支援サービスの確保に

努めます。 

   〇一般住宅確保の支援 

     公営住宅への入居など、市の住宅施策との連携・調整による障がいのある

人の住宅の確保に努めます。 

   〇住宅入居などの支援 

     保証人がいないなどの理由により入居が困難な障がいのある人に対し、入

居のための調整に係る支援を行うとともに、家主などへの相談・助言を通じ

て地域生活を支援します。 
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【３ 経済的自立の支援】 

■ 現状と課題 

   障がいのある方自身が自立して生計を立てていくことは難しく、多くが家族や

親族等の支援を受けながら生活しているのが現状です。 

   また、すべての障がい者がいつまでも親や親族等の支援を受けられるという保

障はなく、将来に向け経済的な自立と安定を図る必要があります。 

さらに、就労支援等を含め、障がいのある方が地域で自立して生活できるよう

基盤整備が必要です。    

■  今後の方策 

   各種手当や障害年金、各種割引制度、税等の減免制度等について、適切に利用

できるよう、引き続き制度の周知と利用促進を図ります。 

 

   〇年金・手当制度の周知及び充実 

     各種年金や手当制度の周知徹底を行うとともに、各種制度の充実を国や県

に働きかけます。 

   〇生活福祉資金貸付の推進 

     社会福祉協議会で実施している生活福祉資金＊の貸付事業の周知を図りま 

す。 

   〇心身障害者扶養共済制度への加入促進 

     心身障害者扶養共済制度＊への加入促進を図ります。 

   〇各種減免制度の周知と利用促進 

     税の減免やＪＲなどの運賃、料金の割引制度について周知し、利用促進を 

図るとともに、内容の充実・拡大を国などに働きかけます。 

 

【４ コミュニケーションの支援】 

■ 現状と課題 

   聴覚・視覚障がい者が地域で生活していくためには，日常生活を営む上で必要

である様々な情報が適切に入手できる必要があります。また，障がい者自らが情

報を発信できることや，様々な人とコミュニケーションをとれることも重要とな

ります。そのため，障がいによって情報の入手やコミュニケーションが困難な方
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に対しては，それぞれの特性に応じた支援が必要となります。 

   各種サービス窓口において、手話通訳等ができる人材の育成・配置とともに、

市民への手話に対する理解促進が求められています。 

■  今後の方策 

   障がいの症状（視覚障がい、聴覚障がい）によっては、情報の入手が難しいと

いう課題があります。そのため、点字、音声、手話、インターネットなどによる

情報提供の充実を図ります。 

 

   〇視覚障がいのある人に対する情報提供の充実 

     点字や福祉用具の活用による情報提供体制の整備に努めます。 

   ○聴覚障がいのある人に対する情報提供の充実 

     手話通訳者の設置など窓口業務に対応できるよう努めます。 
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【１ 障がいの原因となる疾病等の予防・治療】 

■ 現状と課題 

   市の障がい者数が年々増加し、特に、生活習慣病を原因とする障がいや精神障

がいが主なものとなっています。 

乳幼児期においては、発達に個人差がみられる時期で、情緒や発達に関する相

談が増えており、継続的な支援が必要です。 

このため、障がいのあるなしに関わらず、安心して生活を送るには障がい原因

の疾病の予防や早期発見・治療が重要であり、また、地域医療体制の充実が求め

られています。 

   本市では、各種健康診査を実施し、障がいの早期発見に努めていますが、保健

事業をより周知させるため、引き続き周知活動を進める必要があります。 

■  今後の方策 

   障がいの原因となる疾病などの適切な予防及び早期発見・治療の推進を図り、

出生から高齢期に至る健康保持・増進のため、健康診査などの施策を推進します。 

 

〇疾病の予防 

     子育て広場、思春期教室、生活習慣改善プログラム事業などのライフステ

ージ＊に応じた健康教室や健康相談など、様々な機会を通じて疾病の予防に

ついての意識啓発を行います。 

   〇疾病の早期発見 

     妊産婦の健康教育、保健指導及び健康診査、周産期医療などを充実し、新

生児や乳幼児に対する健康診査・指導を適切に実施します。健康診査などで

発見された障がいの疑いのある乳幼児に対して、精密検査の勧奨や療育サー

ビスの紹介などを適切に行います。 

     また、学校、職場、地域での健康診査の適切な実施、疾患の相談・カウン

セリング＊などの機会の充実を図ります。 

 

Ⅲ 保健・医療体制の確保 
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   ○疾患などの治療 

     障がいの原因となる疾患、特に精神疾患、難治性疾患などについて適切な

治療を行うため、専門医療機関、中南地域県民局などとの連携を図り、職員

による相談指導と訪問指導の充実に努めます。 

 

【２ 障がいに対する適切な医療・リハビリテーションの充実】 

■ 現状と課題 

   障がいの早期発見及び障がいに対する適切な医療、医学的リハビリテーション

提供により、障がいの軽減並びに重度化・重複化、二次障害及び合併症の防止を

図るとともに障がい者に対する適切な保健サービスを提供することが、重要とな

ります。 

■  今後の方策 

   障がいの症状悪化防止や改善、あるいは自立生活を促進するため、障がいの特

質に合った適切な医療やリハビリテーションが提供できるよう地域医療の充実を

めざします。 

 

〇地域医療サービスの充実 

     障がいの症状の軽減や進行防止のための適切な支援を行うため、医療機関

との連携を図ります。 

   〇医療費の給付 

     障害者総合支援法の施行に基づく「自立支援医療＊」の支給と、「重度心身

障害者医療費助成＊」を行います。 

   〇生活習慣病の予防対策の推進 

     脳血管疾患、糖尿病などの生活習慣病による疾病を予防・改善するため、

効果的な健康診査や健康相談、健康教育などの保健事業の充実を図ります。 

   〇在宅療養生活の支援 

     障がい及びその原因となる疾患の発見から、早期治療、リハビリテーショ

ン、福祉サービス、介護サービスへと適切に支援するため関係機関や福祉の

連携強化を図ります。 

 



- 31 -            ＊の用語の解説は P39以降に掲載されています 

   〇リハビリテーション体制の充実 

     地域で自立した生活及び社会復帰の実現に向けて、心身の機能の維持・回

復のためのリハビリテーションが身近な地域で受けられるように、その整

備・充実を促進します。 

 

【３ 精神障がいのある人に対する保健・医療】 

■ 現状と課題 

   心の健康づくり対策として、市民の精神的健康の維持・向上を図るためには健

康診査の他に、社会生活環境におけるストレスや精神疾患に関する正しい知識、

情報の提供とともに、精神疾患に対する誤解や偏見をなくし、こころの問題につ

いて身近に安心して相談できる環境の整備を図ることが重要です。 

   精神障がいのある人と精神障がいそのものについての正しい理解の促進に努め

るとともに、社会生活の変化に伴うストレスや青少年の思春期に対応した心の健

康相談から、精神医療相談、社会復帰相談、さらにはアルコール、薬物、認知症

などの特定相談まで精神保健全般にわたる幅広い相談指導の充実が求められてい

ます。 

■  今後の方策 

   入院中の精神障がいのある人が退院後、安心した社会復帰が可能となるよう、

地域の環境を整える必要があります。精神障がいのある人に対しては、身体障が

い・知的障がいと比較すると福祉施策が十分でない傾向にあり、障害者総合支援

法などによる精神障がいのある人への保健福祉施策を充実させていきます。 

 

〇精神保健福祉施策の充実 

     精神障がいのある人が退院後に、安心して生活できるように精神保健福祉

サービスを主体的に選択・利用できる体制の整備を図ります。また、精神科

医療機関に通院している人が、早期に社会参加・社会復帰できるように医療

機関等と連携を図り、個人の状態に応じた細やかな支援ができるよう努めま

す。 

   ○精神障がいに対する理解 

     市民に対して精神障がいに対する正しい知識の啓発に努めます。また、心
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に悩みを持つ人が気軽に相談できるよう精神保健福祉士＊による「こころと

からだの相談」の充実を図ることにより、心の健康の保持・増進に努めます。 

 

 

 

【１ バリアフリー化とユニバーサルデザインの推進】 

■ 現状と課題 

   単独で移動することが困難な障がい者が、通所・通学・通院等の日常生活や余

暇活動などで、必要なとき必要な所へ自由に利用できる移動手段である移送サー

ビスの充実が求められています。 

障がい者が自立して生活し、積極的に社会参加していく上で、市全体を障がい

者にとって利用しやすいものへと変えていくことが重要であります。このため、

幅の広い歩道の整備や建築物の出入り口の段差の解消等による障がいのある者の

円滑な移動の確保、公園整備等による憩いと交流の場の確保等、総合的な福祉の

まちづくりを進めることが重要です。 

■  今後の方策 

   障がいのある人が、住宅・建物・道路、公共交通機関などにおける物理的障害

を少しでも感じないようにするため、住環境の整備を行政、民間企業、市民が一

体となって推進します。また、各種の施設・設備の整備にあたっては、だれもが

快適で生活しやすいというユニバーサルデザインの理念に基づき推進します。 

〇住宅改修に対する支援 

  障がいのある人が住み慣れた住居で、快適に生活が送れるように、住宅改

修の助成制度の周知を図り、必要な改修を促します。 

○官庁施設のバリアフリー化、ユニバーサルデザイン化の促進 

     市の施設について、障がいのある人をはじめすべての人が円滑に利用でき

るバリアフリー化、ユニバーサルデザイン化を促進します。 

     また、観光客を含め特に多くの人が集まる施設においてはオストメイト＊

対応トイレの設置を図っていきます。 

Ⅳ 生活環境の整備 
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   〇安全な歩行空間などの整備促進 

     段差解消や利用しやすいトイレの設置などにより、歩道や公共施設、公園、

観光施設などのバリアフリー化を推進します。 

   〇公共交通機関のバリアフリー化促進 

     電車やバスなどの公共交通機関やその関係施設のバリアフリー化を促進し

ます。  

 

【２ 防災・防犯対策の充実】 

■ 現状と課題 

   近年、地震、台風による風水害や局地的な豪雨といった大規模な自然災害によ

る被害が後を絶ちません。幸いにして本市では、大規模災害は今のところありま

せんが、いつ何時被災するとも限りません。いざ災害の発生時においては、市地

域防災計画、地域福祉計画とも連動し、的確かつ迅速な安否確認、避難誘導、情

報提供等の支援を行うためには、平常時からの状況把握が必要不可欠なことから、

避難行動要支援者＊の状況把握し、地域住民をはじめ、関係機関・団体等の協力

を得ながら防災・防犯体制の整備が必要とされています。 

■  今後の方策 

   障がいのある人自身の意識向上や地域における防災・防犯活動での障がいのあ

る人に対する対応は初期段階での重要な要素であり、安全・安心なまちづくりに

向け、地域とともに支援体制の整備・充実を図っていきます。 

 

〇地域防災計画の推進 

     平川市地域防災計画に基づく、自力避難の困難な障がいのある人に対する

災害時の適切な情報提供・避難誘導などに配慮した対策を推進します。 

 

   〇緊急通報システムの推進 

     単身または障がいのある人のみの世帯で緊急時の連絡が困難な人のために、 

社会福祉協議会で実施している福祉安心電話サービス事業の周知を図りま 

す。 
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   〇地域防災・防犯体制の充実 

     地域における住民と警察署における防災・防犯ネットワークの確立に努め、

障がいのある人に対する防犯意識の普及、及び事故時における障がいのある

人への援助に関する知識の普及に努めます。 

   〇災害時要支援者の避難支援体制の確立 

     災害時避難行動要支援者名簿を定期的に更新して避難支援関係者＊等へ提

供するとともに、避難支援ガイドラインを策定し、災害時要支援者の避難支

援体制の確立を図ります。 

 

 

 

【１ 雇用機会の拡大と就労の支援】 

■ 現状と課題 

   障がいのある人が地域で自立した生活をしていくには、就労をして職業的な自

立を図ることも非常に重要です。就労は、単に自立生活の手段を得るにとどまら

ず、社会参加、社会貢献、さらには生きがいにつながり、障がいのある人の生活

の質の向上にも寄与します。 

そのため、障がい者の、個々の能力や適性に応じた職場の拡充が必要です。 

■  今後の方策 

   障がいのある人がその適性や能力に応じて可能な限り希望する就労が実現でき

るよう、「ジョブコーチ（職場適応援助者）＊」などの制度の活用も視野に入れな

がら、国、県などとの連携、福祉施策と雇用施策との連携を図りながら、一般就

労へ向けた訓練や就労先の開拓など、総合的な取り組みをめざします。 

 

   〇事業主への啓発 

     障害者雇用促進月間（９月）などを中心に市内の事業主に対して障がいの

ある人の雇用についての理解の促進を図り、公共職業安定所などと連携のも

と、障害者雇用に関する各種制度の周知を図ります。 

 

Ⅴ 就労支援環境の構築 
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〇総合的な就労相談体制の確立 

     障がいのある人の職業生活における自立を支援するため、公共職業安定所

との連携による就労相談や情報提供の充実を図ります。 

 

【２ 福祉的就労の場の確保】 

■ 現状と課題 

   一般就労が困難な人や、一般就労に結びつかない人に対して、その人のもつ能

力や知識等十分に発揮できるよう訓練の場が必要です。近隣市町村にある障害者

就労支援施設も定員を既に満たしている状態にあり、今後さらに利用者が増える

ことから、新たなニーズに対応できない状況にあります。 

 

■  今後の方策 

   障がいのある人が自ら選択した職業で、自立した社会生活の実現が可能となる

ように、福祉的就労の場である障害者就労支援施設及び訓練施設での訓練を推進

します。 

 

   〇就労に向けた新体系サービスの促進 

     障害者総合支援法に基づく、「就労移行支援＊」、「就労継続支援＊」、「地域

活動支援センター＊」などを促進します。 

   〇障害者就労支援施設及び訓練施設 

     障害者就労支援施設及び訓練施設は、地域に住む障がいのある人の身近な

働く場であり、活躍の場としてのその運営を支援します。個人の能力に応じ

た個別の就労支援プログラムをもとに施設内訓練、施設外の現場実習などを

実施し、また、プログラム終了後は、公共職業安定所を中心とする労働関係

機関との連携を図り、企業などへの就労を促進します。 

   〇物品等調達の推進 

     市の物品等の調達に関し、予算や事務・事業の予定等を勘案し、障害者就

労支援施設等からの調達の推進を図るための方針を作成して公表するとと

もに、その方針に従って物品等の調達を行います。 
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【１ 育成環境の充実】 

■ 現状と課題 

   障がいのある子どもが地域社会の中で健やかに成長し、社会参加を進めていく

ためには、幼い頃から福祉教育・交流教育の推進を図る必要があり、保育園など

における受け入れ体制の整備、交流機会などの充実が求められています。親だけ

でなく、地域社会全体で障がいのある子どもの保育・教育を行う体制づくりが必

要です。 

■  今後の方策 

   障がいのある子どもたちの発達状態や障がい状態は千差万別であり、多様な療

育・教育のニーズを持っています。子どもたちの可能性を伸ばしていくために、

保健・医療・福祉・教育などの関係分野が連携し、障がいの程度や種類、家庭の

状況に応じて、適切な教育・育成の場が確保されるように努めます。 

 

   ○療育体制の充実 

     障がいを早期に発見し、幼児期からの早期療育体制を整備して最大限に発

達できるように支援します。また、障がいのある幼児と障がいのない幼児が

ふれあう機会の拡充に努め、人と接することの楽しさを通じて、豊かな人格

形成を図ります。 

〇相談支援体制・健康診査の充実 

     子どもの育成や教育に関しての様々な悩みを持つ親、保護者に対しての相

談や指導体制の整備を図ります。 

   〇障がい児保育などの充実 

     障がいのある子どもが早い段階から集団生活に慣れ、障がいを持たない子

どもとの交流を促進します。また、特別支援教育＊へのスムーズな移行を図

るために、保育所、幼稚園との連携を図ります。 

 

 

Ⅵ 教育・育成の適切な対応 
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【２ 特別支援教育の推進】 

■ 現状と課題 

   障がいのある子ども一人ひとりの教育的ニーズを把握し、適切な指導と支援を

通して生きる力を高め、地域における医療、福祉、労働等の関係機関の連携の中

で、自立・社会参加を支える、心ふれあう特別支援教育の推進に努めます。 

   また、学校教育終了後については、療育・教育施設と就労支援施設との連携も

今後の大きな課題と考えられます。 

■ 今後の方策 

   特別支援学級、特別支援学校＊において、保健・福祉の関係機関との連携を図

り、児童一人ひとりの特性、発達段階に応じた適切な教育の推進を図ります。 

   また、卒業後においては、進路選択を円滑にするため、障がいのある子どもの

状況把握に努めるとともに、学校選択の指導による適切な就学の推進を図ります。 

  

   ○学校教育の充実 

     障がいのある子どもの状況を的確に把握し、本人と保護者の意見を尊重し

ながら、適切な教育・指導を図ります。また、特別支援学級及び特別支援学

校の担当教員及び一般教員の研修などを通じて、教育・指導・相談対応の強

化を図ります。 

   ○教育支援委員会の活用 

     教育支援委員会＊において、親又は保護者の意見をふまえながら、障がい

のある児童・生徒一人ひとりの教育的ニーズに応じた、適切な就学のための

調査・審議を行います。 

   ○福祉教育の充実 

     小・中学校における教育では、人間尊重の精神に基づき、「福祉のこころ」

を育て、福祉を実践する力を養い、 

心豊かな人格形成を図るための福 

祉教育を推進します。 
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Ⅰ 計画の推進体制 

  本計画は、障がいのある人を対象とした施策の進むべき指針を明らかにするもの

です。この施策を推進するため、本市では、「平川市地域自立支援協議会」を組織し、

その内容などを広く市民に周知・啓発していきます。 

 

Ⅱ 計画の評価・管理 

  障がい者関係団体との意見交換やニーズ調査の実施などを通じて、施策・事業の

有効性についての検証を行い、効果的で適切な施策・事業を実施します。 

  本計画では、毎年、推進状況を継続的に点検するとともに、障がいのある人のニ

ーズや社会経済状況の変化、大幅な制度の改定などにより、計画の期間中において

も計画を見直し出来ることとします。 

 

Ⅲ 連携・協力の確保 

  効果的・総合的な施策の推進を図るため、関係行政機関の施策連携を強化します。

また、地域における総合的・計画的な施策、及び近隣市町村との均衡あるサービス

水準の実現を図るため、県、近隣市町村、障がい者関係団体、NPO＊等民間団体、

事業者団体との連携・協力を推進します。 

 

Ⅳ 住民参加の促進 
  本計画に基づくサービス基盤の整備など施策の実施にあたっては、障がいや障が

いのある人に対する地域住民の理解が不可欠であるので、障がいのある人のみなら

ず、地域住民・企業など幅広い参加を求めるほか、啓発・広報活動を積極的に進め

ます。 

 
 

第 2章 推進体制等 



 

 

 

 

 

 

資 料 編 
 

 

用 語 解 説 

平川市地域自立支援協議会設置要綱 

平川市地域自立支援協議会委員名簿 
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ア 行 …………………………………………………………………………… 

 

 アクセシビリティ 

   アクセスのしやすさのこと。情報やサービスなどがどれくらい利用しやすいか、

とくに障がい者や高齢者などが不自由なく利用可能かどうかの度合いを示します。 

 

意思疎通支援事業 

   意思の伝達に支援が必要な障がいのある人に対して、手話通訳等を派遣する事業

などを行います。 

 

 移動支援事業 

居宅サービス利用者に係る送迎や、外出困難な障がい者への支援を行います。 

 

 ＮＰＯ 

   Non Profit Organization の略で、直訳すると「非営利組織」となります。「非

営利」とは無償で事業活動を行うことではなく、利益を団体の構成員に分配しない

ことを意味し、会費や事業収入を活動費や専従スタッフの人件費、管理費に充てる

ことができます。また、特定非営利活動促進法に基づく法人格を持った団体は「特

定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）」と呼ばれます。 

一般にＮＰＯという場合は、法人格の有無や法人格の種類（ＮＰＯ法人、社団法

人、財団法人等）を問わず、民間の立場で社会的なサービスを提供したり、社会問

題を解決するために活動する団体を指します。 

 

 オストメイト 

人工肛門・人工膀胱のことを総称してストーマといいます。 ストーマを持ってい

る人のことをオストメイトと呼びます。 

 

 

カ 行 …………………………………………………………………………… 

 

 カウンセリング 

   専門的な手続きに基づく相談。また、その技法。個人のもつ悩みや不安などの心

理的問題について話し合い、解決のために援助・助言を与えること。 

 

 グループホーム 

   日中に就労または就労継続支援等のサービスを利用している知的障がいのある

人、又は精神障がいのある人に対し、共同生活の場において相談や日常生活の援助

を行います。 

用 語 解 説 

 

http://d.hatena.ne.jp/keyword/%cb%a1%bf%cd%b3%ca
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%c6%c3%c4%ea%c8%f3%b1%c4%cd%f8%b3%e8%c6%b0%cb%a1%bf%cd
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%c6%c3%c4%ea%c8%f3%b1%c4%cd%f8%b3%e8%c6%b0%cb%a1%bf%cd
http://dictionary.goo.ne.jp/search.php?MT=%C0%EC%CC%E7%C5%AA&kind=jn&mode=1
http://dictionary.goo.ne.jp/search.php?MT=%BC%EA%C2%B3%A4%AD&kind=jn&mode=1
http://dictionary.goo.ne.jp/search.php?MT=%B4%F0%A4%C5%A4%AF&kind=jn&mode=1
http://dictionary.goo.ne.jp/search.php?MT=%BF%B4%CD%FD%C5%AA&kind=jn&mode=1
http://dictionary.goo.ne.jp/search.php?MT=%BF%B4%CD%FD%C5%AA&kind=jn&mode=1
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居宅介護（ホームヘルプ） 

   入浴や排せつ、食事の介護など、自宅での生活全般にわたる介護を行います。 

 

 行動援護 

   行動が困難で常に介護の必要な人に、外出時の移動の支援や行動の際に生じる危

険回避のための援護を行います。 

 

 

サ 行 …………………………………………………………………………… 

 

 教育支援委員会 

障がいがあるために特別な教育的支援を必要とする幼児や児童、生徒に対し、一

人ひとりのニーズに応じた適切な就学を支援するために、障がいの種別・程度、望

ましい学習環境等を専門的な見地から総合的に判断し、適正な就学について審議を

行う機関です。 

市町村や都道府県の教育委員会が、一人ひとりのニーズに応じた就学指導を進め

ていくためには、保護者との相談を重視し、専門家の意見を聞くなどして適切に行

う必要があり、このため、市町村及び都道府県の教育委員会には、医師、教育職員、

児童福祉施設職員など各分野の専門家からなる「教育支援委員会」等が置かれてい

ます。 

 

重度心身障害者医療費助成制度 

   重度の心身障がいのある人や児童が保険で診療を受けたとき、病院等で支払う自

己負担分の医療費を公費で助成する制度です。非課税世帯を除き、高齢者の医療の

確保に関する法律分の自己負担（総医療費の１割）があります。 

 

 重度訪問介護 

   重度の肢体不自由がある人に、自宅での介護から外出時の移動支援までを総合的

に行います。 

 

 就労移行支援 

   就労を希望する人に知識や能力向上のための訓練などを、一定期間の支援計画に

基づき行います。 

 

就労継続支援（雇用型・非雇用型） 

   一般企業等で雇用されることが困難な人に、働く場の提供や、知識や能力向上の

ための訓練を行います。 
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障がい者虐待防止センター 

障がい者虐待防止センターは、虐待を発見した人の通報や虐待を受けた本人から

届出の受付窓口となります。虐待を受けた障がい者の安全確認や、県や警察、医療

機関などと連携しながら対応を協議したり、支援方法を検討します。障がい者虐待

の防止や障がい者の養護者への支援もあわせて行います。 

 

障害者支援施設 

   障害者支援施設は、障がい者の方に対し、夜間に「施設入所支援」を行うととも

に、昼間に「生活介護」、「自立訓練」又は「就労移行支援」を行う施設です。 

 

ジョブコーチ 

   事業所に出向いて障害のある人の職場適応を高めるための指導を行うスタッフ

のことで、障がいのある人を雇用している、又は雇用を予定している事業所で、障

がいのある人の職場適応に課題があったりその指導に不安がある場合、障がいのあ

る人、事業所双方に対して支援を行います。 

 

 自立訓練（機能訓練・生活訓練） 

   身体機能や生活能力向上のための訓練を、一定期間の支援計画に基づき行います。 

 

自立支援医療 

   これまでの精神通院医療と更生医療、育成医療が一本化され、指定の医療機関で

医療を受けた場合、医療費の１割が原則として自己負担となります。ただし、所得

等に応じて上限が決められていて、負担が重くなり過ぎないようになっています。 

 

心身障害者扶養共済制度 

   障がいのある人を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納め

ることにより、保護者に万一（死亡・重度障害）のことがあったとき、障がいのあ

る人に終身一定額の年金を支給する任意加入の制度です。 

 

 生活福祉資金貸付制度 

   低所得世帯、障がい者世帯、高齢者世帯などに、必要に応じて資金貸付を行うと

ともに、民生委員を通じ必要な援助指導を行うことによって、その世帯の経済的自

立と生活意欲の助長促進、加えて在宅福祉・社会参加の促進を図り、安定した生活

が送れるようにすることを目的とした制度です。 

 

 精神保健福祉士 

   精神保健福祉士は、精神科病院そのほかの医療施設において精神障がいの医療を

受け、又は精神障がい者の社会復帰の促進を図ることを目的とする施設を利用して

いる者の社会復帰に関する相談に応じ、助言、指導、日常生活への適応のために必

要な訓練そのほかの援助を行います。 
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成年後見制度 

   認知症、知的障がい、精神障がいなど判断能力の不十分な人を保護し、支援する

制度であり、大きく分けて法定後見制度と任意後見制度の２つがあります。また、

法定後見制度は、「後見」「保佐」「補助」の３つに分かれており、判断能力の程度

など本人の事情に応じて制度を選べるようになっています。 

 法定後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等（成年後見

人・保佐人・補助人）が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法

律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意

を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を

保護・支援します。 

 

 ソーシャルインクルージョン 

   社会的に弱い立場にある人々を排除・孤立させるのではなく、共に支え合い生活

していこうという考えで、「社会的包摂（しゃかいてきほうせつ）」と訳されます。 

 

 

タ 行 …………………………………………………………………………… 

 

 地域活動支援センター事業 

創作的な活動や生産活動など、様々な活動を支援する場としての地域活動支援セ

ンターの機能を強化して、障がいのある人の地域生活を支援します。 

  

 同行援護 

重度の視覚障がいにより移動が困難な人に、外出時に同行して移動の支援を行い

ます。 

 

 特別支援学級 

改正学校教育法が公布され、『小・中学校に置くことができる「特殊学級」を「特

別支援学級」に改めるとともに、小・中学校等においては、教育上特別の支援を必

要とする児童生徒に対して、障害による学習上または生活上の困難を克服するため

の教育を行うこととする』と改められました。 

 

特別支援学校 

幼児・児童・生徒の障がいの重度・重複化に対応し、障がいの種類によらず、一

人ひとりの特別な教育的ニーズに応えていくという理念に基づき、平成 19 年 4 月

から盲・ろう・養護学校は特別支援学校へ一本化されました。 

障がい種別を越えた学校制度（特別支援学校）を創設することにより、各都道府

県等において、複数の障がいに対応した学校を効果的に設置することが容易となる

ことから、地域の実情に応じたきめ細かい教育の充実に資するとされています。 

http://www.weblio.jp/content/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E7%9A%84
http://www.weblio.jp/content/%E7%AB%8B%E5%A0%B4
http://www.weblio.jp/content/%E4%BA%BA%E3%80%85
http://www.weblio.jp/content/%E6%8E%92%E9%99%A4
http://www.weblio.jp/content/%E5%AD%A4%E7%AB%8B
http://www.weblio.jp/content/%E3%81%A7%E3%81%AF%E3%81%AA%E3%81%8F
http://www.weblio.jp/content/%E6%94%AF%E3%81%88
http://www.weblio.jp/content/%E6%94%AF%E3%81%88
http://www.weblio.jp/content/%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%93%E3%81%86
http://www.weblio.jp/content/%E8%80%83%E3%81%88
http://www.weblio.jp/content/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E7%9A%84
http://www.weblio.jp/content/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E7%9A%84
http://www.weblio.jp/content/%E3%81%97%E3%82%83%E3%81%8B%E3%81%84%E3%81%A6%E3%81%8D
http://www.weblio.jp/content/%E3%81%97%E3%82%83%E3%81%8B%E3%81%84%E3%81%A6%E3%81%8D
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%B2%E5%AD%A6%E6%A0%A1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A4%8A%E8%AD%B7%E5%AD%A6%E6%A0%A1
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特別支援教育 

障がいのある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取り組みを支援

するという視点に立ち、幼児児童生徒一人ひとりの教育的ニーズを把握し、その持

てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服するため、適切な指導及び必要

な支援を行うものです。平成１９年４月から、「特別支援教育」が学校教育法に位

置づけられ、すべての学校において、障がいのある幼児児童生徒の支援をさらに充

実していくこととなりました。 

 

 

ナ 行 …………………………………………………………………………… 

 

日常生活用具給付事業 

在宅の重度障がい児・者に対し日常生活用具を給付又は貸与します。 

 

日中一時支援事業 

家族の就労支援および介護者の一時的な休息を目的として障がい者（児）の日中

における活動の場を確保します。 

 

 ノーマライゼーション 

   障がいのある人もない人も、地域の中で同じように生活を営める社会が普通の社

会であるという考え方。 

 

 

ハ 行 …………………………………………………………………………… 

 

バリアフリー 

   障がいを持っていても地域の中で普通に暮らせる社会をつくるため、身体的な障

壁（バリアー）や精神的な障壁を除去しようという考え方です。 

   また、建物や道路、住宅などにおいて障がいのある人や高齢者、妊産婦などの利

用に配慮しただれもが使いやすい設計のことです。 

 

 避難行動要支援者 

災害発生時に、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難

な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るために特に支援を必要とする

者をいいます。 

  

 避難支援関係者 

自主防災組織、民生委員児童委員、社会福祉協議会、消防機関、警察等その他の
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避難支援の実施に携わる関係者のことです。 

 

福祉ホーム 

   住居を必要としている人に、低額な料金で居室等を提供するとともに、日常生活

に必要な支援を行います。 

 

 

ヤ 行 …………………………………………………………………………… 

 

 ユニバーサルデザイン 

ユニバーサル＝普遍的な、全体の、という言葉が示しているように、使う人の年

齢、性別、能力、経験などの違いに関係なく、できるだけ多くの人が利用可能であ

るようにデザインすること。 

 

 

ラ 行 …………………………………………………………………………… 

 

 ライフステージ 

   人間の一生をいくつかの段階に区分したもの 

 

 リハビリテーション 

   障がいのある人の身体的・精神的、社会的能力を最大限に回復させ積極的な自立

を促すことで、リハビリテーションには医学的、教育的、職業的、社会的リハビリ

テーションの４つの分野があります。 
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平川市地域自立支援協議会設置要綱 

 

平成１９年１月２９日 

平川市告示第６号 

改正 平成２８年１１月１日告示第１５１号 

 

 （設置） 

第１条 この告示は、障がい者の生活を支えるため、相談支援事業をはじめとする地域

の障がい福祉に関するシステムづくりに関し中核的な役割を果たし、障がい福祉サー

ビスの提供体制の確保及び関係機関によるネットワークの構築等に向けた協議の場

として設置する平川市地域自立支援協議会（以下「協議会」という。）の組織及び運

営に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 （所掌事項） 

第２条 協議会の所掌事項は、次のとおりとする。 

 （１）相談支援事業の運営に関すること。 

 （２）困難事例への対応のあり方に関すること。 

 （３）地域の関係機関によるネットワーク機構に関すること。 

 （４）平川市障がい者計画・障がい福祉計画の審議に関すること。 

（５）その他必要な事項 

 （組織） 

第３条 協議会の委員は、１５名以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱す

る。 

 （１）知識経験を有する者 

（２）社会福祉団体関係者 

 （３）社会福祉施設関係者 

 （４）障がい者団体関係者 

（５）関係行政機関の職員 

 （６）前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者 

 （任期） 

第４条 委員の任期は、３年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 委員が欠けた場合における補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 （会長及び副会長） 

第５条 協議会に会長及び副会長各１名を置き、委員のうちから互選する。 

２ 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その

職務を代理する。 

 （会議） 

第６条 協議会は、会長が招集し、会議の議長となる。 

２ 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 会長は、会議において必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ
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て意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

 （庶務） 

第７条 協議会の庶務は、健康福祉部福祉課において処理する。 

 （守秘義務） 

第８条 委員は、正当な理由なく、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。 

 （委任） 

第９条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会にお

いて定める。 

   附 則 

 この告示は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２８年１１月１日告示第１５１号） 

 この告示は、平成２８年１１月１日から施行する。 
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平川市地域自立支援協議会委員名簿 

 

区  分 所  属 氏  名 備  考 

（１）知識経験を有

する者   １名 
平川市国民健康保険平川診療所 奥 瀬 節 子 看 護 師 

（２）社会福祉団体

関係者   １名 
平川市社会福祉協議会 工 藤 清 満 地域福祉課長 

（３）社会福祉施設

関係者   ６名 
障害者支援施設 旭光園 油 川 瑞 緒 総合施設長 

南黒地方障害者支援施設  

青葉寮 舟 本 寿 秀 寮  長 

社会福祉法人ほほえみ 今 井 隆 太 統括施設長 

特定非営利活動法人 結 山 本 悠 里 施 設 長 

社会福祉法人緑風会 成 田 博 章 次  長 

地域生活支援センターぴあす 三 浦 暢 子 所  長 

（４）障がい者団体

関係者   １名 平川市身体障害者福祉会 木 村 卓 郎 会  長 

（５）関係行政機関

の職員   ３名 
中南地域県民局 地域健康福祉

部保健総室（弘前保健所） 阿 部 久 美 主  査 

平川市教育委員会指導課 五十嵐 陽 子 指導主事 

平川市健康福祉部 松 井 靖 子 部  長 

合 計  １２名 
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第２次平川市障がい者計画 

  発行年月 平成 29年３月 

  発行者   平川市 健康福祉部 福祉課 

  住 所  〒036-0104 青森県平川市柏木町藤山 16番地 1 

T E L  0172-44-1111（代表）  
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